
 

平成２９年２月２４日 

（一社）日本民間放送連盟 

 

 適正な番組制作取引に向けた民放連のこれまでの取り組みについて 

 

・ ２００２年に総務省「ブロードバンド時代における放送番組制作に関する検

討会」が設置されたことを契機として、制作取引のさらなる公正性・透明性

を確保するため、民放連は翌２００３年に「番組制作委託取引に関する指針」

を定めました。この指針をもとに民放各社は制作会社に向けた周知を行っ

ており、在京テレビキー５社は自社の「自主基準」を定めて社内周知を図る

とともに、ホームページに公開するなど、制作会社に向けた周知を行ってい

ます。 

・ ２００４年の下請法改正で番組の制作委託取引が「情報成果物作成委託」と

して下請法の適用対象となった際は、公正取引委員会と協議のうえ、公取委

が「運用基準」を、民放連が「下請法遵守マニュアル」を作成しました。民

放連は「改正下請法全社説明会」を開催して同マニュアルの周知を図るとと

もに、その後も全会員社に継続的に配付しています。 

・ ２００９年に総務省の「放送コンテンツの製作取引適正化ガイドライン」が

策定された際は、総務省のご協力を得て、民放連単独開催を含めて全国６か

所で、都合７回の説明会を行い、会員社に対するガイドラインの周知と下請

法の遵守の徹底を図りました。以後、ガイドラインは上記の「下請法遵守マ

ニュアル」にも収録し、全会員社に周知しています。 

・ その後の定例的、継続的な周知活動としては、毎年、会員社を対象に開催し

ている「著作権研修会」で番組制作に関わる契約実務と法令について解説す

る講義を設けています。また、全国の著作権責任者が集まる会合でも、関係

省庁の動向を定期的に報告しています。 

・ 昨年度の総務省のフォローアップ調査の結果では、地上基幹放送事業者での

総務省ガイドラインの認知率は 95.6％となっていますが、民放連ではガイ

ドラインに沿った会員社における適正な番組の制作委託取引の維持に、引

き続き取り組んでまいります。 

 

以 上  
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